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表紙裏 空欄 
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わたしたちの郷土 下野市は、姿川と田川が生んだ豊かな土壌と、水・ひかり・

風のおだやかな自然環境に恵まれています。 

先人達は、ここに美しい田園の景観や古い歴史と伝統をはぐくみ、継承してき

ました。 

わたしたちは、このふるさとを愛し、薫り高い文化を育て、住みよい田園都市

をめざして、ここに憲章を定めます。 

 

1 自然を大切にし みどりあふれる美しいまちをつくります 

1 いのちを尊び 心の通う明るいまちをつくります 

1 みんなで学びあい 文化のかおるまちをつくります 

1 働くことをよろこび くらし豊かなまちをつくります 

1 力をあわせ 夢がひろがるたのしいまちをつくります 

 

写真 

市の木 

「けやき」 

写真 

市の鳥 

「うぐいす」 

写真 

市の花 

「ゆうがお」 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市歌 掲載予定 
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平成 18 年 1 月 10 日に旧 3 町（南河内町、石橋町、国分寺町）の合併により市制を

施行した下野市は、「新市建設計画」及び、平成 20 年 3 月に策定した「下野市総合計画」

に掲げた将来像「思いやりと交流で創る新生文化都市」の実現に向け、市民との協働のも

と新市のまちづくりに取り組み、順調に発展してきました。 

合併後１０年の節目を迎えましたが、この間、地方分権の進展と尐子高齢化の急速な進

行、また東日本大震災以降の市民の安全・安心なまちづくりの意識・関心の高まりなど、

日本を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。 

本市においても、今後確実に訪れる人口の減尐や高齢化の進展などにより、大きな社会

構造の変化にさらされ、また公共施設の老朽化と維持管理費の増大に直面するなど、多く

の行政課題を抱えています。 

本市においては、平成２５年３月に「新市建設計画」の計画期間を平成３２年度まで延

長し合併特例債を有効活用するとともに、平成２６年４月に「下野市自治基本条例」を施

行し、市民、議会及び市の協働によるまちづくりを推進し、更なる新市のまちづくりに取

り組んできました。 

現下野市総合計画が、平成 27 年度をもって計画期間が終了することから、より一層魅

力ある暮らしやすいまちづくりに取り組み、優れた地域資源に磨きをかけながら本市の発

展を揺るぎないものとするステップアップを図るための新たな総合計画が必要であり、下

野市自治基本条例の理念である「市民が主役のまちづくり」を目指すとともに、市民の幸

福感を高めることを主眼とした「第二次下野市総合計画」を策定します。 

なお、平成 23 年に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、基本構想の策定義務

と議会の議決を経ることの規定が削除されました。本市においては、自治基本条例の中で、

総合的かつ計画的に市政を運営するための市の最上位計画である総合計画は、市民参画の

下に策定し、総合計画の基本構想及び基本計画は、議会の議決を経て定められることにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

第１章 総合計画策定の趣旨と構成 

第 1節 総合計画策定の趣旨 
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総合計画の策定にあたっては、本市の新たなまちづくりの指針にふさわしいものとする

ため、次に掲げる視点に基づき、計画策定の段階から多くの市民参画の機会を設けながら

進めていくものとします。 

 

（１）魅力ある暮らしやすいまちづくり 

全国的な人口減尐や尐子高齢化という社会情勢にある中、本市を取り巻く環境や社会

動向を的確に捉え、課題解決に向けた取組を推進し、魅力ある暮らしやすいまちづくり

のための計画とします。 

 

（２）協働によるまちづくりの推進 

「市民が主役のまちづくり」をより一層推進するため、市民、議会及び市(行政)が互

いに尊重し、各々が役割を担う協働の取組を推進できる計画とします。 

 

（３）更なるステップアップ 

大きな時代の変化にも対応できる足腰の強い産業基盤や財政基盤の確立等、本市の特

性と豊かな地域資源を活かし、本市の発展を揺るぎないものとするステップアップを図

る計画とします。 

 

（４）将来を見据えた土地利用の推進 

定住化の促進や企業立地などによる地域経済の活性化を図るため、将来を見据え、限

られた土地の有効的な利活用を推進する計画とします。 

 

（５）実効性の高い計画づくり 

限られた財源の中、より効率的・効果的な行政経営を進めるため、行政評価と連動し、

進行管理の“ものさし”となる、わかりやすい目標・指標を示した計画とします。 

第 2節 総合計画策定の基本的な考え方 



 

3 

 

 

 

 

 

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」をもって構成します。 

 

市政運営を総合的かつ計画的に行う指針となるもので、

まちづくりの基本的理念、将来像及びその実現に向け必要

な施策の大綱を明らかにするものです。 

 

基本構想に掲げる将来像を実現するための施策体

系を示すとともに、施策の目的や方針、主要事業など

を明らかにするものです。 

 

財政計画との整合性を図りながら、基本計画

で示した施策の目的を達成するために必要な事

業を明らかにするものです。 

 

 

 

 

基本構想の計画期間は、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とします。 

基本計画は、前期計画を平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 か年とし、後期計画を

平成 33 年度から平成 37 年度までの 5 か年とします。 

実施計画は２年間のローリング方式により作成します。 

 

■各計画の計画期間 

年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

基本 

構想 

 

基本 

計画 

    

実施 

計画 

 
 
 

 

 

基本

構想 

基本計画 

実施計画 

計画期間 10 年 平成 28 年 4 月 1 日～平成 38 年 3 月 31 日  

 

後期基本計画 

第 1 期計画 

 

前期基本計画 

第 2 期計画 

第 3 期計画 

第 4 期計画 

第 3節 総合計画の構成 

第 4節 総合計画の期間 
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